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○司会(佐藤) 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから、第２回茨城県地域医療対策協議会を開

催させていただければと存じます。 

 冒頭、進行を務めさせていただきます医師確保グループの佐藤と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 本日の会議でございますが、議事の内容や結果、委員の皆様のご発言要旨などを、後日、

県のホームページで公表させていただく予定でございます。あらかじめご承知おきください。 

 また、本日はWeb会議形式となってございますので、ご発言時以外は、画面左下のマイク

型のミュートボタンを押していただいて、ミュート状態にしていただきますようお願いいた

します。ご発言する際に、ミュートを解除の上でご発言をお願いいたします。 

 資料につきましては、事前に郵送ないしメールで送らせていただいております。配布資料

として、次第と名簿、資料の１から資料５までとなっております。 

 続きまして、委員のご紹介をさせていただきます。 

 今年度、新たにご就任をいただいて、前回の第１回会議、ご欠席でいらっしゃった委員の

方をご紹介させていただきます。 

 茨城県市長会の副会長でいらっしゃいます小田川浩つくばみらい市長でございます。 

 小田川市長、よろしくお願いいたします。 

○小田川委員 

 よろしくお願いします。 

○司会(佐藤) 

 お忙しいところ、ありがとうございます。 

 続きまして、本日、代理出席いただいている先生方をご紹介させていただきます。 

 水戸医療センターの米野委員の代理といたしまして、福永副院長にご出席いただいており

ます。 

 福永先生、よろしくお願いいたします。 

○福永(米野委員代理) 

 よろしくお願いいたします。 

○司会(佐藤) 

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 小山記念病院の小山理事長の代理といたしまして、池田院長にご出席いただいております。 

 池田先生、よろしくお願いいたします。 

○池田(小山委員代理) 

 よろしくお願いいたします。 

○司会(佐藤) 

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 また、県立中央病院病院長の島居委員の代理といたしまして、鏑木副病院長兼がんセンタ

ー長にご出席いただいております。 

 鏑木先生、よろしくお願いいたします。 

○鏑木(島居委員代理) 
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 鏑木です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会(佐藤) 

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、第１回会議の議事録についてご報告となります。 

 先日、メールで委員の皆様にご確認をいただきまして、発言の趣旨の沿った形で文言の整

理を行いました。そちらについて、資料１としてまとめてございます。 

 こちらの議事録と会議資料につきまして、近日中に県のホームページにて公開をさせてい

ただきたいと考えております。ご承知おきのほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速、議事に入らせていただきたいと思います。 

 会議の進行につきましては、平松会長にお願いいたします。 

○平松会長 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 円滑な進行にご協力をお願い申し上げます。 

 まず初めに、議題(１)令和７年度医師派遣調整に係る医師派遣要望の評価及び優先的に大

学へ医師派遣を要請する要望リスト(案)について、事務局からご説明をお願いします。 

○事務局 

 事務局でございます。 

 資料を共有させていただきますので、少々お待ちください。 

 では、事務局のほうから、資料２に基づき、ご説明させていただきます。 

 表紙をめくりまして、１ページをご覧ください。 

 ９月の第１回会議でご承認いただきました令和７年度の具体的な進め方、手順でございま

す。 

 赤枠で囲いましたとおり、第１回の地対協以降、③地域医療構想調整会議に対し、委員の

皆様からいただいたご意見に対する回答や対応案等の意見聴取に始まり、④のとおり、委員

の皆様への評価を依頼し、今般、⑤のとおり、医師派遣を要請する要望リスト(案)を作成い

たしましたので、本日、ご審議いただきたいと存じます。 

 続きまして、２ページをご覧ください。 

 第１回会議においてご了承いただいた内容でございます。 

 １つ目としまして、評価対象外とする範囲については、自院の派遣要望については評価対

象外とすること、同じ役職で調整会議の委員を兼ねている場合には、自院所在の医療圏内の

派遣要望への評価は参考扱いとすること。 

 ２つ目の丸としまして、委員の皆様には、医師派遣要望における議論のポイントを活用し、

ご評価いただくこと。 

 ３つ目の丸としまして、派遣要請「適」の取扱いについては、本日の会議にて協議・決定

すること等についてご承認いただきました。 

 続いて、３ページ及び４ページをご覧ください。 

 各委員からの評価結果の一覧でございまして、派遣要請の適否の評価者数と「否」評価者

の割合を記したものでございます。 

 また、表の右から４列目になりますが、評価者数が要望ごとに異なりますが、先ほど申し
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上げましたとおり、評価対象外や参考扱いとする取扱いなどにより、評価者数から差し引い

ているためでございます。 

 続きまして、５ページから11ページでございますが、各委員から評価の際にいただいたご

意見を取りまとめた資料となります。 

 地域の要望全体に対するご意見も多くございましたので、５ページにまとめて記載してお

ります。 

 具体的には、医療圏としての不足数が不明である、診療科の重複は１つに絞っていただき

たい、麻酔科医は全県的に不足している、地域で必要な診療科を考えるべきといったご意見

がございました。 

 ６ページから11ページですが、こちらは個々の要望に対するご意見ですが、本日、時間の

都合もございますので、後ほどご覧おきいただきますようお願いいたします。 

 続いて、12ページをご覧ください。 

 評価結果を踏まえた要望リストの作成方法について整理した資料になります。 

 下段の表ですが、こちらは「否」評価者の割合ごとに派遣要請の人数を場合分けしたもの

になります。 

 事務局といたしましては、地域医療構想調整会議で精査・選定されていることが前提では

あったものの、複数の委員から要請「否」と評価された要望も散見されますことから、昨年

度と同様に、「否」と評価した委員の割合が15％以上となった要望については、要請対象外

としてはどうかと考えております。 

 加えて、この中からさらに落とすべきもの、あるいは、復活させるべきものがないかにつ

きましてご審議いただければと考えております。 

 続いて、13ページをご覧ください。 

 こちらが要望リスト(案)になります。26病院、13診療科、計37.4名の要望となっておりま

す。 

 続いて、14ページをご覧ください。 

 こちらは、要請対象外となった要望一覧となります。 

 事務局からの説明については、一旦、ここで切りたいと思います。 

 ここまでの内容につきまして、ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○平松会長 

 ただいま事務局から説明がありました優先的に派遣要請するリスト(案)が、13ページで

37.4名のリストですが、これについて及び当該リストからさらに落とすべきもの、あるいは、

落とした要望から復活させるべきもの、こういったものがないかどうかについて、皆様にご

意見をいただきたいと思います。 

 ご意見があれば、ご発言いただくか挙手いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 １分ほど、ご覧いただく時間を取りたいと思いますので、ぜひしっかりと吟味いただけれ

ばと思います。 

 では、ご覧いただいたと思いますが、ご意見等ないでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 昨年は33名のリストで、今回は37.4名のリストということで、４名ほど増えている状況で

すが、よろしいでしょうか。 
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 では、優先的に派遣要請するリスト(案)については大きな異論はないということで、本案

により、本協議会は了解したものとさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 それでは、事務局から、続いて、15ページ以降の説明をお願いいたします。 

○事務局 

 それでは、15ページ以降をご説明いたします。 

 では、15ページをご覧ください。 

 こちらは、令和６年度の第５回会議の資料となります。赤枠にありますとおり、今年度も、

昨年度と同様、緊急的な対応が必要となった医療機関、診療科について、追加の派遣要望を

調査することとなっております。 

 16ページをご覧ください。 

 １の追加調査の対象は、昨年度と同様に、地対協の構成員である大学と、当初要望調査の

対象67病院としたいと考えております。 

 ２の要望の要件としましては、①前回調査時には予測できなかった退職や派遣引き上げな

どのやむを得ない要因により、将来にわたって継続的に医師が減員となること、②は、①に

より地域の医療提供体制に多大な影響を与える可能性があるものとして、イ：政策医療のＳ

ＣＲが50以下の医療圏であって、さらなる脆弱化が進む可能性がある場合、または、ロ：が

んの拠点病院や三次救急医療機関など、特別な役割を担う医療機関の機能低下のおそれがあ

る場合、以上、①、②のいずれも満たしていることを要件としたいと考えております。 

 なお、この要件を満たす要望は、件数としては限定的なものになると想定しております。 

 ご要望いただいた後、必要に応じてヒアリングを行うなど、要件の適合性や派遣の必要性

等を精査し、要望リスト(案)として次回会議にお諮りしたいと考えているところでございま

す。 

 続きまして、17ページをご覧ください。 

 先ほどの要件②のイに関連しまして、政策医療分野別、地域別のＳＣＲを記載してござい

ます。 

 赤字の箇所が、ＳＣＲが全国平均の半分以下、50以下の箇所となります。 

 続きまして、18ページをご覧ください。 

 各要望の取扱いを整理いたしました。 

 追加要望調査の結果、緊急的な対応が必要と認められる要望③につきましては、当初要望

調査における①と同様に、優先的に大学等へ医師派遣を要請するものとして取り扱いたいと

考えております。 

 当初要望調査における②につきましても、地域医療構想調整会議の議論を経た要望として、

①、③の派遣要請と併せて大学等へお伝えさせていただきたいと考えております。 

 また、下段の記載のとおりでございますが、派遣要請先については、地対協の構成員であ

る大学に加え、第８次(前期)茨城県医師確保計画に基づき、地対協の構成員である医師多数

区域に所在する記載の５病院とさせていただきたいと考えております。 

 なお、各要望の派遣要請については、本件についてご承認いただけましたら、事務局から、

要望元の各医療機関に対し、要請先の希望調査を行った上で要請させていただきたいと考え
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ているところでございます。 

 最後に、19ページはスケジュールになりますので、ご覧おきいただければと思います。 

 事務局からの説明は、以上となります。 

 ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○平松会長 

 15ページ以降の説明をいただきました。その内容についてご意見等を頂戴したいと思いま

す。 

 特に、16ページの追加要望の要件は、初回の調査時には予測できなかったものということ

になりますが、この中には産休や長期の育休なども入りますので、そういった予測できなか

った案件があれば、追加要望のプランに加えていただければと思います。 

 全体を通して、ご意見ございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 では、特段のご意見はないということで、事務局で追加要望調査を実施の上、次回地対協

において結果をご報告いただきたいと思います。 

 続いて、議題(２)です。こちらは、茨城県修学生・修学生医師向けキャリア形成プログラ

ム(令和８年度(2026年度)版)について及び議題(３)自治医科大学卒業医師向けキャリア形成

プログラム(令和８年度(2026年度)版)についてでございますが、一括して事務局からご説明

をお願いいたします。 

○事務局 

 事務局でございます。 

 議題(２)について、ご説明させていただきます。 

 資料の３をご覧願います。 

 修学生・修学生医師キャリア形成プログラムとしまして、修学生が、県内の医師不足地域

で、従事義務を果たしながら専門医の資格が取得できるようにということで、基幹施設にご

協力いただきまして、毎年、修学生向けのモデルプログラムを作成しております。 

 こちらについては、国が出しているキャリア形成プログラム運用指針におきまして、地対

協において協議をした上で作成するものとされておりますので、お諮りするものでございま

す。 

 今回は、2025年度版を2026年度版に改訂するものとなります。 

 新規で作成して掲載するものはございませんが、東京医科大学の茨城医療センターの麻酔

科において、専門研修プログラムを作成しないとのお話をいただきましたので、そちらにつ

いては2026年度向けのキャリア形成プログラムからは削除しております。 

 また、昨年度以前から掲載をいただいている医療機関においては、連携施設の追加・削除

など、軽微な変更を行っております。 

 その他の変更した点についてご説明させていただきます。 

 まず、表紙をご覧ください。 

 こちらの枠内に記載しております注意事項に、新たに米印を追記しております。 

 今回改訂するキャリア形成プログラムの対象は、2026年度に臨床研修を開始する方となり

ますが、義務の内容が異なります2025年度以降に大学に入学した修学生が読んだ際に誤解を
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してしまうことを防ぐという目的で追記をしております。 

 続いて、１ページをご覧ください。 

 こちらは、修学資金制度について説明するページとなっております。 

 こちらの下段にあります参考の２と参考の３を新たに追記しております。 

 まず、参考の２ですが、例外的措置の適用についてとなります。 

 今回のキャリア形成プログラムの対象となります2020年度の入学者からは、水戸保健医療

圏を医師不足地域外として扱うことになりますことから、医師不足地域での従事義務と専門

医資格の取得維持の両立が困難になる一部の診療科に対しまして、例外的措置を適用するこ

とを昨年度の地対協においてご了承いただいておりますので、その対象となる診療科をここ

に示しております。 

 続いて、参考の３になります。 

 一般修学資金につきましては、2020年度から2024年度に入学した県内の従事義務が５年以

上の方に対しまして、臨床研修期間に限り、県内全域での勤務を可能とする経過措置を設け

ておりますので、そちらについての説明を追記しております。 

 また、ただいま申し上げました一般修学資金の経過措置につきましては、次の２ページの

欄外に新たに米印を追記する形で説明をしております。 

 続いて、３ページでございます。 

 こちらは筑波大学附属病院の内科プログラムになりますが、中段の研修病院群をご覧いた

だければと思います。先ほども申しましたとおり、水戸保健医療圏の病院が医師不足地域外

として扱われることになりますので、県立中央病院や水戸医療センターなど、これまでは医

師不足地域内に記載していた水戸保健医療圏の病院を、今回、医師不足地域外のほうに記載

しております。 

 一例としまして、筑波大学附属病院の内科プログラムでご説明をさせていただきましたが、

これ以降に掲載しておりましたほかのプログラムについても同様の修正を行っております。 

 最後になりますが、例外的措置の対象となる診療科については、それぞれのプログラムに

おいてその内容を記載してございます。 

 具体的には、まず、29ページをご覧いただければと思いますが、筑波大学附属病院の外科

でございます。 

 こちらは、専門研修研修病院群が表になっておりますが、こちらの心臓血管外科、呼吸器

外科、小児外科の医師不足地域内病院のところに、例外的措置の対象となる病院を赤字で記

載しております。 

 49ページの筑波大学附属病院の放射線診断、それから、51ページの筑波大学附属病院の病

理診断でも同様に赤字で例外的措置の内容を記載しております。 

 議題(２)についての説明については、以上でございます。 

 続きまして、議題(３)の資料４について、ご説明させていただきます。 

 こちらにつきましては、自治医科大学卒業医師向けのキャリア形成プログラムでございま

して、自治医科大学を卒業した医師が僻地等での従事義務を果たしながら専門医資格が取得

できるように、関係する医療機関にご協力をいただきながら、モデルケースとなるプログラ

ムを作成しております。 
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 修学生向けのものと同様に、2025年度版のものを2026年度版に改訂するものでございます。 

 次のページの目次をご覧願います。 

 自治医科大学のキャリア形成プログラムにつきましては、希望者が出たタイミングで、都

度、作成するという形を取っておりまして、2026年度向けに新たに希望者が出たプログラム

について、今回、作成をしております。 

 具体的には、(４)の筑波大学附属病院の内科プログラムと、(12)の筑波大学附属病院の産

婦人科プログラムの２つを作成しております。 

 まず、６ページをご覧ください。 

 筑波大学附属病院の内科プログラムでございます。 

 こちらは、研修期間が３年となっておりまして、将来、循環器専門医の取得を目指す方向

けのプログラムとなっております。 

 続いて、14ページをご覧ください。 

 こちらが筑波大学附属病院の産婦人科プログラムとなりまして、こちらについても、３年

間、研修を行うプログラムとして作成しております。 

 いずれのプログラムにつきましても、内容については、プログラム責任者の先生にご確認

をいただいた上で作成をしております。 

 議題(３)についての事務局からの説明は、以上でございます。 

○平松会長 

 ただいまご説明のありました内容、議題(２)と(３)、資料は３と４について、何かご意見

ございますでしょうか。 

 例外的措置については、昨年度の時点で決定したことですので、既に皆様、ご承知おきの

ことかと思います。 

 これを含めて、何かございますか。 

 よろしいですか。 

 よろしければ、本プログラム、茨城県の修学生、あるいは修学生医師向けプログラム、そ

れから、自治医科大学卒業医師向けのプログラムについては、本協議会は了解というふうに

させていただきます。 

 ありがとうございました。 

 次は、報告事項となります。 

 報告(１)専門研修プログラムの内容等に関する意見照会の結果について、事務局から説明

をお願いします。 

○事務局 

 報告事項でございます。 

 資料５をご覧願います。 

 １ページ目に、ご説明させていただく全体の概要を示してございます。 

 本報告事項の内容としましては、医師法の規定に基づきまして、日本専門医機構から2026

年度の専門研修プログラム関係に関する意見照会があったものでございます。 

 都道府県は、地対協の意見を聞いた上で、厚生労働省のほうに意見を提出しまして、厚生

労働省は、都道府県の意見を集約した上で、日本専門医機構に意見を提出するという流れと
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なっております。 

 以前に、地対協委員の皆様にメールで意見照会をさせていただいておりますが、そちらの

ご報告をするものでございます。 

 まず、意見照会に関する国から来ている通知として、３ページをご覧願います。 

 都道府県の確認事項をマーカーで示しておりまして、日本専門医機構が提示した2026年度

の専攻医のシーリング案や専門研修プログラムの内容について確認するものでございます。 

 2026年度の専攻医のシーリング案がどういったものかということが４ページから12ページ

にございますが、５ページ目をご覧ください。 

 こちらのページに具体的な変更点がまとめられておりまして、大きなものとしましては、

四角にあります通常プログラムの２ぽつ目にございます、大学病院等の基幹病院から指導医

を地域に派遣した実績を有する場合については、その実績に応じて定員数への反映を行うこ

とというところが大きな変更点となっております。 

 具体的にどのように定員数に反映されるのかについてが11ページにございますが、専門研

修の指導医を医師少数県に派遣した実績に応じまして、派遣元であるシーリング対象となっ

ている医師多数県の定員が加算されるものとなっております。 

 こちらについての意見ということで、地対協委員の皆様や各医療機関、それから、県内の

各市町村に対して意見を聴取した上で、厚生労働省に提出したところでございます。 

 地対協委員の皆様には、厚生労働省への提出の前に事前共有という形をさせていただいた

ところでございますが、意見につきましては、13ページから16ページのとおりとなっており

ます。 

 先ほどご説明しましたシーリング案について、13ページ目の１の２ぽつ目及び３ぽつ目に

ありますとおり、指導医の地域の派遣実績を定員数に反映することは、医師多数県の基幹病

院から地域へ指導医を派遣するインセンティブとなりますので、そういった意味で好ましい

と考える一方で、定員数が際限なく加算されてしまうと、シーリング制度本来の趣旨から外

れてしまうことになりますので、加算上限についての厳格な適用をお願いする意見、それか

ら、現状として指導医の派遣実績があるものの、それでもなお医師少数県においては指導医

が不足しているということもございますので、医師少数県に新規で指導医を派遣した場合を

評価するなど、さらなる措置の検討をお願いする意見を提出させていただいております。 

 そのほかの意見につきましては、時間の都合上、ご説明は割愛させていただきますので、

お時間があるときにお目通しいただきますと幸いでございます。 

 最後に、17ページ以降に、別添３、別添４ということで、専門医機構から情報がありまし

た基幹施設や連携施設のデータをまとめたものとなっております。 

 こちらは非常に細かくなっておりますので、資料が戻りまして恐縮ですが、１ページ目に

概要をまとめております。 

 本県では、これまで、臨床検査を除く18の領域で県内の医療機関を基幹施設としたプログ

ラムがございましたが、筑波大学附属病院にて臨床検査のプログラムが立ち上がることにな

りますので、2026年度からは19の基本診療科の全てで県内の医療機関を基幹施設としたプロ

グラムが立ち上がることとなります。 

 令和８年度の基幹施設数については、延べ57施設(実数20施設)、それから、募集定員につ
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いては366人、連携施設については、延べ1,022施設(実数121施設)の予定となっております。 

 資料５についての説明は、以上となります。 

○平松会長 

 ただいまのご説明について、ご質問などございますでしょうか。 

 こちらは報告事項ですので、後でゆっくりお目通しいただいて、何かご質問などあれば、

事務局にお問い合わせいただければよろしいかと思いますが、特段ここでなければ、次にま

いりたいと思います。 

 よろしいですか。 

 ありがとうございました。 

 そうすると、以上で本日の議題は全て終わりましたが、せっかくの機会ですので、全体、

あるいは関連した内容でご意見やご質問、あるいは、単なる感想でも結構ですので、何かご

ざいましたらご自由に発言いただければと思います。 

 いかがでしょうか。大丈夫ですか。 

 では、特に、追加要望について、ぜひ各医療機関で吟味いただいて、事務局のほうにお寄

せいただければと思います。 

 ありがとうございました。 

 以上で、本日の協議会の内容は全て終了しましたので、進行を事務局にお返しします。 

 よろしくお願いします。 

○司会(佐藤) 

 平松会長、ありがとうございました。 

 それでは、本日の会議につきましては、これをもちまして終了とさせていただきます。 

 次回、第３回の地域医療対策協議会ですが、先日ご案内させていただいたとおり、12月25

日に開催をさせていただきます。クリスマス、年末というお忙しい中にはなりますが、ご出

席のほど、よろしくお願いいただければと思います。 

 それでは、本日は、お忙しいところご出席を賜りましてありがとうございました。引き続

き、どうぞよろしくお願いいたします。 


